
利用環境ＷＧ（第６回）に関する構成員指摘事項の整理 

 

 

議題 意  見 備 考 

脇浜構成員

からの発表 

・ 大部分の人が、テレビ映像を真実と捉える中、演出技法がどこまで許されるのか整理が必要。 

・ 今後双方向性により、さらに社会的影響が大きくなっていく中、テレビ放送をどのように扱うのか検討が必要。 

・ 「バーチャル広告」といった事実の置き換えが断り無く行われ、それが広がっているという実感がある。 

・ 放送が有料化してもかまわないが、何百チャンネルという中から自分で見たい番組を選び出すのは非常に困難。 

・ 放送までインターネットに依存してしまうと、それが潰れたときに全てが視聴できなくなる。このリスクについても検討

が必要である。 

・ インターネットにより国境の壁がなくなると、コンテンツホルダー間の契約にも変化の必要性がでてくる。 

・ 有料放送は、値段が高くなりすぎると、お金にならないものを避けるために番組のレベルを下げる恐れがある。 

 

重点戦略に

ついて 

 

・ ユビキタスネット社会の実現に関して、壁を乗り越えれば、その後スムーズに実現に向かうように描かれているが、その

ように簡単にいくのか疑問。 

・ 全体を分かりやすく単純化した図で良いが、現実としては、連続して起こる問題を解決していかねばならない。 

・ 工程表に関して、解決時の指標をどのようにするのか、考えをお教え願いたい。 

・ 優先課題の中で、目標を統一できるものは統一して、整理するべき。 

・ 重点戦略を憲章に盛り込むことによって、より効果的に強調できるのではないか。 

・資料６に反映 

「ユビキタ

スネット憲

章（仮称）」

について 

・ パブリックドメインとオープンソースの区別を正しくつけねばならない。また、個人情報保護がそのまま個人情報の漏え

い防止と同じ意味であるとの誤解を避けるように表現を正しくする必要がある。 

・ 章の名前が「情報流通」であると、サブタイトルに比べて意味が狭くなるのではないか。 

・ 情報の選択可能性や、選択のための十分な量の情報開示の保障が明示されているべきではないか。 

・ 第一章、第二章というような章立てが不必要だという意見もあったが、十ヶ条が並立するよりも、何らかの形での整理が

必要。 

・ 条文の中にはどちらにも入るものも少なくないので、章立てを無くす方が望ましい。 

・ 新たにサブタイトルがついたことで、全体の重み付けや章のタイトルの意味合い等に変化が出てきた。章立てを無くす以

外にも様々な選択肢があるのではないか。 

・資料７に反映 

資料２ 
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利用環境ＷＧ（第６回）議事要旨 

 

１ 日 時 

  平成１６年１０月２８日（木） １０時００分から１２時００分 

 

２ 場 所 

  総務省４０１会議室（４階） 

 

３ 出席者（敬称略） 

（１）  構成員 

堀部政男（座長）、井崎直次、大谷和子、岡村久道、佐野真理子、田島正広、東倉洋一、

徳広清志、守安隆、脇浜紀子 

（２）  総務省  

鈴木統括官、松井審議官、吉崎総合政策課長、今川総合政策課課長補佐、和久屋総合

政策課課長補佐 

 

４ 議 題 

（１） 脇浜委員からの発表 

  

 （２） ユビキタスネット社会の影の課題に係る国際的政策動向について 

 

 （３） 「ユビキタスネット社会に関するアンケート」調査結果について 

 

 （４） 利用環境整備の重点戦略策定について 

 

 （５） ユビキタスネット社会憲章（案）について 

 （１）～（５）に対して各構成員と事務局との間で以下のような議論が行なわれた。  
 
【脇浜委員からの発表について】 
○ 大部分の人が、テレビの映像は全て真実として受け取っている。演出技法をどれほど

使用して良いか、「生出演」とどこまで扱って良いのか、広く意見を集めながら整理をし

ておく必要がある。 
 
○ テレビが双方向性を持つようになると、例えば扇動行為がより容易となる等社会に与

える影響が更に大きくなると考えられる。どのようにテレビ放送というものを扱ってい

くのか検討していかなければならない。 
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○ 生中継の中で放送局側が広告部分を置き換える「バーチャル広告」は、そうしている

ことを断ることなく放送している。このような、事実の置き換えを断ることなく行うと

いうことが広がっていっているという実感がある。 
 
○ 感覚から脳に至る人間の情報処理機能について考えると、サブリミナルといったこれ

までの放送技術上の問題は、あくまで感覚に訴えるような低次のものであったが、この

バーチャル広告といった改変は内容、理解に影響を与えるものであり、より大きな問題

が出てくることが考えられる。 
 
○ 放送のデジタル化が進み、サーバから番組をダウンロードするようになると、ビジネ

スモデルが完全に変わってしまう。これは有料化を伴うと思うが、それに関してどのよ

うに考えられているのか。また、ＣＧ等を使うことでリアルとかけ離れてしまっている

現在の映像文化について、どのようにお考えなのか。 
 
○ 関連して質問させていただきたい。放送が有料であってもかまわないが、何百チャン

ネルという中から見たいものを選ぶということは非常に困難である。現在のように数局

の放送局が選りすぐって放送しているものを見る方が視聴者として楽なのではないか。 

この点に関してもどのうようにお考えか。 
 
○ 有料化に関しては、私も有料でかまわないと思う。それにより、良質のコンテンツが

確保されるという側面がある。しかし、これまでのテレビ局が担ってきた番組の選りす

ぐり、パッケージ機能も欠かせないものであり、結果として有料と無料とで機能が分か

れていくのではないか。 
  映像文化に関しては、逆にＣＧを使わないリアルな映画も出てきている。必ず反動と

いうものがあると思われる。 
 
○ 放送も含めて全てがインターネットに依存するようになってしまうと、それが潰れて

しまったときに、テレビやラジオ全てが視聴できなくなってしまう。一つに集中してし

まうリスクについても考えておかねばならない。 
  また、多様なコンテンツホルダーが挙げられているが、インターネットによって国境

の壁が失われ、それらの契約モデルにも変化の必要性が出てきた。その点についても十

分対応していかねばならない。 
  有料放送に関しては、あまりに高くなりすぎると、お金にならないものは流さないよ

うになり、番組のレベルが低くなってしまう恐れもある。 
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【国際的政策動向について】 
○ ２ページ目のＢＳ７７９９と並べてＩＳＯ/ＩＥＣ１７７９９を、またＯＥＣＤのセキ
ュリティガイドラインを書いておくべき。 

 
【アンケート調査結果について】 
○ 十分な回答者数がとなったところで、改めて報告を頂きたい。 
 
【重点戦略について】 
○ ユビキタスネット社会の実現に関して、壁を乗り越えればその後はスムーズであるよ

うに描かれているが、そのように簡単にいくものなのか。 
 
○ 事務局としては、全体のシナリオを分かりやすく、影を解決しながらＩＣＴのメリッ

トを享受していこうという理想像を描いているものであると思う。現実としては、連続

して起こる問題を解決していかなければならない。 
 
○ 工程表がアウトプットの最終的な形になると思うのだが、解決時の指標をどのように

表すのかが非常に難しい。この際、思い切った考えをお教え願いたい。 
 
○ 優先課題として２０項目あるが、例えばデジタル財の著作権保護とコンテンツの二次

利用の問題というように目標と統一できるものに関しては組み合わせていき、整理する

べき。 
 
【憲章（案）について】 
○ パブリックドメインとは著作権が放棄されたソフトであるのに対し、オープンソフト

とは著作権を保ちながらそれを公開していくというものであり、両者は互いに別のもの

であるという見方がされている。したがって、この憲章内で用いられているパブリック

ドメインという言葉は不適切ではないか。 
  また個人情報保護に関する記述について、個人情報保護が個人情報の「漏洩」防止に

同じ意味であるとの誤解を招きかねず、表現の適正化が必要。 
 
○ 章の名前に「情報流通」と入れると、サブタイトルと比べて指し示す範囲が狭くなり

すぎてしまうのではないか。 
 
○ 情報の選択可能性が明示されなければならないのではないか。また、情報を選択する

ための情報が、十分に提供される必要があるが、それを保障することを明示すべきでは

ないか。 
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○ 第一章、第二章、第三章という章立ては不必要なのではないかという指摘があったが、

十ヶ条が並立するよりも、少し何らかの形で整理をしておいた方が分かりやすいのでは

ないかと思う。 
 
○ 第一章、第二章で章ごとの意味合いが違うが、条文の中にはやはりどちらにも入るよ

うなものも少なくないので章立てを無くすのが望ましいと思う。 
 
○ 新たにサブタイトルがつくことで、全体でどこに重点を置くのか、また章のタイトル

の意味合い等に変化が出てきたのではないか。章立てを無くすだけでなく、サブタイト

ルや章のタイトルの変更等様々な選択肢があるのではないか。ご検討いただきたい。 


